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四
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衆
議
院
議
員
野
間
友
一
君
提
出
振
動
障
害
者
の
「
適
正
給
付
管
理
対
策
」
と
社
会
復
帰
対
策
事
業
等
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
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衆
質
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七
月
十
一
日 

衆

議
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議
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内
閣
総
理
大
臣 

宇 

野 

宗 

佑 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
野
間
友
一
君
提
出
振
動
障
害
者
の
「
適
正
給
付
管
理
対
策
」
と
社
会
復
帰
対
策
事
業
等 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

振
動
障
害
者
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
監
督
署
長
が
そ
の
症
状
固
定
の
判
断
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
よ
り
、

診
療
担
当
医
師
が
作
成
し
た
診
断
所
見
書
等
の
提
出
を
求
め
、
こ
れ
ら
を
尊
重
し
て
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

今
後
と
も
そ
の
趣
旨
の
徹
底
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
置
か
れ
る
地
方
労
災
医
員
協
議
会
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
監
督
署
長
が
振
動

障
害
者
に
つ
い
て
そ
の
症
状
固
定
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
の
内
部
的
な
検
討
資
料
の
一
つ
で
あ
り
、
診
療
担
当
医

師
及
び
本
人
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

二
に
つ
い
て 



三
に
つ
い
て 

林
業
に
お
け
る
振
動
障
害
対
策
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
五
月
二
十
三
日
、
労
働
省
内
に
、
労
働
基
準 

 

局
担
当
の
審
議
官
を
長
と
し
、
同
局
、
職
業
安
定
局
及
び
職
業
能
力
開
発
局
の
担
当
課
（
室
）
長
を
構
成
員
と
す 

る
「
林
業
振
動
障
害
総
合
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
」
を
設
け
、
予
防
か
ら
補
償
及
び
社
会
復
帰
に
至
る
総 

合
的
な
対
策
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
元
年
度
に
お
い
て
は
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
、
新 

 

た
に
次
の
施
策
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
各
種
援
護
制
度
の
対
象
者
の
拡
大
、
林
業
振
動
障
害
者
職
業
復
帰
推 

 

進
員
の
増
員
等
従
前
か
ら
の
施
策
に
つ
い
て
も
そ
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。 

振
動
障
害
に
係
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
労
働
福
祉
事
業
と
し
て
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
実
施
要
領
（
平 

 

成
元
年
三
月
二
十
日
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
達
）
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
の
医
学
的 

 

知
見
に
照
ら
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
今
後
と
も
医
学
的
知
見
の
収
集
に
努
め
、
必
要
が 

 

あ
れ
ば
同
実
施
要
領
の
見
直
し
等
を
含
め
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四 

 



 

五 

(1) 

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
取
り
扱
う
労
働
者
に
対
す
る
特
殊
健
康
診
断
を
促
進
す
る
た
め
の
体
制
整
備
及
び 

「
チ
エ
ン
ソ
ー
取
扱
い
業
務
に
係
る
健
康
管
理
の
推
進
に
つ
い
て
（
昭
和
五
十
年
十
月
二
十
日
労
働
省
労
働
基

準
局
長
通
達
）
」
に
よ
る
「
チ
エ
ン
ソ
ー
取
扱
い
作
業
指
針
」
の
普
及
等
を
図
る
た
め
の
普
及
員
制
度
の
創
設 

(2) 

振
動
障
害
の
症
状
が
軽
快
し
た
者
等
を
職
種
転
換
の
た
め
の
訓
練
を
実
施
し
な
が
ら
常
用
労
働
者
と
し
て

雇
用
す
る
事
業
主
に
対
し
援
護
金
を
支
給
す
る
制
度
の
創
設 

ま
た
、
林
業
労
働
者
以
外
の
振
動
障
害
者
の
社
会
復
帰
対
策
と
し
て
は
、
長
期
療
養
者
職
業
復
帰
援
護
金
制

度
等
を
設
け
て
お
り
、
今
後
と
も
こ
れ
ら
の
積
極
的
な
活
用
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 




